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(57)【要約】
　平坦な構成と、開放構成との間で撓むことができる、
ガセット付きフィルターバッグ。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　袋であって、
　可撓性の、水不透過性ポリマー材料で作製された第１の面と、
　可撓性の、水不透過性材料によって作製された第２の面であって、前記第１の面及び前
記第２の面は、前記縁部及び開放可能な上部において取り付けられている、第２の面と、
　凹状上方部分を有する可撓性ガセット付き下部であって、前記下部は平坦な構成と開放
構成との間で撓むことができる、下部と、
　前記袋の内側に配置されたフィルターであって、前記フィルターは凸状下方部分を有し
、前記フィルターは、前記第１の面及び前記第２の面に取り付けられ、前記フィルターの
前記凸状下方部分が前記下部の前記凹状上方部分に取り付けられている、フィルターと、
　前記開放可能な上部を閉じるための閉鎖機構と、を備える袋。
【請求項２】
　前記下部が開放構成にあるときに、水平面上に直立することができる、請求項１に記載
の袋。
【請求項３】
　前記開放可能な上部の上に、ミシン目を入れた部分を更に備える、請求項１に記載の袋
。
【請求項４】
　前記袋が開放構成にあるときに前記フィルターが前記第２の面よりも前記第１の面に近
くなるように、前記フィルターが構成されている、請求項１に記載の袋。
【請求項５】
　前記袋の内側に液体増殖培地を更に含んでいる、請求項１に記載の袋。
【請求項６】
　前記閉鎖機構がワイヤを備える、請求項１に記載の袋。
【請求項７】
　前記袋の前記第１の面、前記第２の面、及び前記下部が、ナイロン、ポリエチレン、及
びポリプロピレンから選択される少なくとも１つのポリマーを含む、請求項１に記載の袋
。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのポリマーは、線形低密度ポリエチレンを含む、請求項７に記載の
袋。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのポリマーは、ナイロン及びポリエチレンを含む、請求項７に記載
の袋。
【請求項１０】
　前記ナイロン及び前記ポリエチレンは、ナイロンの層が袋の外部に、ポリエチレンの層
が袋の内部になるように、一緒に積層されている、請求項９に記載の袋。
【請求項１１】
　前記袋の外部にある前記ナイロンは、前記開放可能な上部においてミシン目を入れてあ
り、前記袋の内部にある前記ポリエチレンはミシン目が入っていない、請求項１０に記載
の袋。
【請求項１２】
　前記フィルターが、開口を含むフィルターである、請求項１に記載の袋。
【請求項１３】
　前記フィルターが、ナイロンを含む、請求項１に記載の袋。
【請求項１４】
　前記袋が、前記フィルターの前記上部と、前記開放可能な上部との間に何もない空間を
含んでいる、請求項１に記載の袋。
【請求項１５】
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　前記第１の面の外部に取り付けられた第１プルタブ、及び前記第２の面の外部に取り付
けられた第２プルタブを更に備える、請求項１に記載の袋。
【請求項１６】
　培養サンプルを調整する方法であって、
　請求項５に記載の袋を前記開放構成に変換し、これにより前記第１の面及び前記フィル
ターによって画定された前記第１区画、及び前記第２の面及び前記フィルターによって画
定された前記第２の区画、という２つの区画を形成する工程と、
　前記開放可能な上部を開く工程と、
　試験サンプルを、前記第１区画又は前記第２区画の一方に配置し、これにより前記試験
サンプルを前記液体増殖培地と接触させる工程と、を含む、方法。
【請求項１７】
　前記第１区画又は前記第２区画のうち、前記試験サンプルを含まない方から、前記液体
増殖培地の少なくとも一部を取り出す工程を更に含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記試験サンプル上の微生物が、前記液体増殖培地内にコロニーを形成するのに十分な
時間にわたって、前記試験サンプルを、前記液体増殖培地と接触し続けるようにさせる工
程を更に含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記取り出す工程は、前記液体増殖培地の少なくとも一部をピペットで取り出す工程を
含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１区画又は前記第２区画の一方に前記試験サンプルを配置した後に、前記袋の前
記開放可能な上部を閉じる工程を更に含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　前記袋の前記開放可能な上部を閉じる工程は、前記開放可能な上部を巻き上げて、前記
巻き上げた開放可能な上部を、ワイヤ閉鎖機構で固定する工程を含む、請求項２０に記載
の方法。
【請求項２２】
　前記開放可能な上部を開く工程は、前記開放可能な上部を切断要素で切断する工程を含
む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２３】
　前記開放可能な上部を開く工程は、前記開放可能な上部の、ミシン目を入れた、又は穿
孔された部分を手で引き裂く工程を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２４】
　前記開放可能な上部を開く工程は、前記袋の前記第１の面の外部に取り付けられた第１
プルタブ、及び前記袋の前記第２の面の外部に取り付けられた第２プルタブを引くことを
含む、請求項１６に記載の袋。
【請求項２５】
　培養サンプルを調整する方法であって、
　請求項１に記載の袋を前記開放構成に変換し、これにより前記第１の面及び前記フィル
ターによって画定された前記第１区画、及び前記第２の面及び前記フィルターによって画
定された前記第２の区画という、２つの区画を形成する工程と、
　前記開放可能な上部を開く工程と、
　液体増殖培地を前記袋に加える工程と、
　試験サンプルを、前記第１区画又は前記第２区画の一方に配置し、これにより前記試験
サンプルを前記液体増殖培地と接触させる工程と、を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は内蔵フィルターを含む袋に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　試験サンプルを培養するために液体増殖培地が使用されてきた。このような培養に使用
される容器は便利でないことがある。より便利で簡単に使用できる容器が必要とされてい
る。
【発明の概要】
【０００３】
　袋は、可撓性の、水不透過性ポリマー材料で作製された第１の面と、可撓性の、水不透
過性材料によって作製された第２の面であって、第１の面及び第２の面は、縁部及び開放
可能な上部において取り付けられる、第２の面と、凹状上方部分を有する可撓性ガセット
付き下部であって、下部は平坦な構成と開放構成との間で撓むことができる、下部と、袋
の内側に配置されたフィルターであって、フィルターは凸状下方部分を有し、フィルター
は、第１の面及び第２の面に取り付けられ、フィルターの凸状下方部分が下部の凹状上方
部分に取り付けられている、フィルターと、開放可能な上部を閉じるための閉鎖機構とを
備え得る。
【０００４】
　培養サンプルを比較する方法は、本明細書において記載される袋を開放構成に変換し、
これにより第１の面及びフィルターによって画定された第１区画、及び第２の面及びフィ
ルターによって画定された第２の区画という、２つの区画を形成する工程と、封止された
上部を開く工程と、試験サンプルを、第１区画又は第２区画の一方に配置し、これにより
試験サンプルを液体増殖培地と接触させる工程と、を含み得る。
【０００５】
　関連する製品及び方法も開示される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１構成のフィルターバッグの前面図である。
【図２】開放構成のフィルターバッグの側面図である。
【図２ａ】図２のフィルターバッグの切り欠き側面図である。
【図３】開放構成のフィルターバッグの側面図である。
【図４】平坦な構成のフィルターバッグの前面図である。
【図５】開放構成のフィルターバッグの側面図である。
【図６】開放構成のフィルターバッグの側面図である。
【図６ａ】図６のフィルターバッグの切り欠き側面図である。
【図７】フィルターバッグの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本開示全体を通して、「１つの（a）」、「１つの（an）」、及び「その（the）」など
の単数形が、しばしば便宜上使用される。しかしながら、かかる単数形は、単数形である
ことが明確に指定されているか又は文脈により明確に求められる場合を除き、複数形を含
むことを意図されることが理解されるべきである。
【０００８】
　袋は、それぞれ可撓性の水不透過性材料で作製することができる、第１の面及び第２の
面を備えることができる。第１の面及び第２の面は、側縁部及び封止された上部において
取り付けることができる。袋の下部は、平坦な構成と開放構成との間でこの下部が撓むこ
とができるように、例えば、２つのガセットを取り付けられてもよい。この下部は、可撓
性の水不透過性材料で作製することができる。下部は凹部を有してもよい。この形状は、
液体が凹部に貯まることを可能にし得、これは、液体の収集及び放出の一方又は両方を促
進するために有利であり得る。これはまた、試験サンプルと液体の接触を促進するために
有利であり得る。
【０００９】
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　袋の第１の面と第２の面との間にフィルターが配置されてもよい。フィルターは、袋の
縁部において、第１の面及び第２の面に取り付けられてもよい。この取り付けは典型的に
は、例えば、溶接によって行われるが、接着剤を使用した積層もまた可能である。
【００１０】
　２つの可撓性面の上縁部は、袋の上部で合わせられて、開放可能な上部を形成してもよ
い。フィルターは典型的には、開放可能な上部まで完全に延びておらず、フィルターの上
部と開放可能上部との間に何もない空間を残すように、２つの可撓性面両方よりも短くな
っている。ユーザーが、開放可能上部を開けた後にこれを閉じるのを可能にするために、
閉鎖機構が存在してもよい。
【００１１】
　第１及び第２の面は、可撓性であり水不透過性である、任意の好適な材料から作製する
ことができる。いくらかの可撓性は必要とされるが、好適な材料は典型的には、ガセット
付き下部が開放構成のときに、袋が水平面に直立するのを可能にするように、十分に剛性
であるものとする。殆どの場合において、ポリマー材料が使用される。好適なポリマー材
料は、ナイロン、ポリエチレン、及びポリプロピレンの１つ以上を含む。低密度ポリエチ
レン、特に線形低密度ポリエチレンが一般的である。上記の材料の１つ以上の層の積層体
も使用することができる。代表的な積層体は、ナイロン線形低密度ポリエチレン積層体で
ある。このような積層体において、ナイロンは多くの場合において袋の外側にあり、線形
低密度ポリエチレンは多くの場合袋の内側にある。
【００１２】
　第１の面及び第２の面は、任意の好適な厚さであり得る。厚みは多くの場合、約３０マ
イクロメートル～約１５０マイクロメートルである。積層体が使用されるとき、内側層は
典型的には、外側層よりも厚い。多くの場合において、内側層は、外側層の厚さの、約２
～約４倍である。１つの代表的な積層体は、およそ１５マイクロメートル厚さの外側層、
及びおよそ５０マイクロメートル厚さの内側層を有する。この場合、外側層は、ナイロン
から作製することができ、内側層は、線形低密度ポリエチレンなどの低密度ポリエチレン
から作製することができる。
【００１３】
　第１の面及び第２の面は、縁部で一緒にすることができる。フィルターも一般的には、
縁部で２つの面に接合される。第１の面及び第２の面はまた、開放可能な上部を形成する
ために、袋の上部で一緒に接合することができる。開放可能な上部は、手で引き裂いて容
易に開けられるように、穿孔することができる。開放可能な上部を手で開けられるように
するための別の方法は、部分的にミシン目を入れた、２層の積層材料、典型的には線形低
密度ポリエチレン／ナイロン積層体を使用することである。部分的にミシン目を入れた積
層体は典型的には、積層体の外側層を貫通しているが、積層体の内側層を破壊、貫通、又
は穿孔しない、スコアラインを有する。これは袋を容易に開くことを可能にする一方で、
袋の内部の無菌性を依然として維持することができる。これは、積層体の内部層が、いか
なるミシン目、穿孔、又は破壊を有さず、完全に無傷なままであることによる。ミシン目
と位置合わせされた１つ以上のノッチが、袋の縁部に存在してもよい。このようなノッチ
は更に、袋の容易な開放を促進することができる。
【００１４】
　開放可能な上部は、例えば、上記の部分的なミシン目などの、穿孔又はミシン目を有さ
ないように構成され得ることも可能であり、これにより、袋を開くためにハサミ又はナイ
フなどの切断要素が必要とされる。ユーザーの利便性のため、しるし、例えば、刻み目、
点線、１つ以上のハサミの絵、「開く」、「ここで開く」などの言葉が、開放可能な上部
に、又はその付近に存在してもよい。
【００１５】
　ガセット付き下部は典型的には、平坦な構成又は開放構成へと折り畳むことができる、
２つの三角形、又は半円形部分を有する。ガセット付き下部は、任意の好適な方法（溶接
が最も一般的である）により、２つの面に取り付けることができる。ガセット付き底部は
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、任意の好適な材料、典型的には可撓性かつ水不透過性材料で作製することができる。殆
どの場合において、ポリマー材料が使用される。好適なポリマー材料は、ナイロン、ポリ
エチレン、及びポリプロピレンの１つ以上を含む。低密度ポリエチレン、特に線形低密度
ポリエチレンが一般的である。上記の材料の１つ以上の層の積層体も使用することができ
る。代表的な積層体は、ナイロン線形低密度ポリエチレン積層体である。このような積層
体において、ナイロンは多くの場合において袋の外側にあり、線形低密度ポリエチレンは
多くの場合袋の内側にある。
【００１６】
　ガセット付き下部の内部は凹状上方部分を有し、これにより、袋の中央部が、縁部より
も深くなっている。この形状は液体が袋の中央に貯まるのを可能にし、これはひいては、
増殖培地などの液体と、試験サンプルとの接触を促進することができる。この形状はまた
、例えば、ピペットにより液体を除去するのを容易にすることができる。
【００１７】
　フィルターは典型的には、溶接によって２つの面それぞれに取り付けられる。殆どの場
合、フィルターは、２つの面よりも短く、よってフィルターの上部は、開放可能な上部ま
で完全に延びていない。このような場合、袋を直立させたときに、フィルターの上部と、
開放可能な上部との間に何もない空間ができる。
【００１８】
　フィルターは、任意の好適な材料から作製することができる。ナイロン及びポリエチレ
ンが使用されることが多いが、ポリエチレンが最も一般的である。２つ以上のポリマーの
組み合わせを使用することができる。このような組み合わせはブレンドであり得る。好適
なブレンドとしては、ポリエチレン及びポリプロピレンのブレンド、ポリエチレン及びポ
リエチレンテレフタレートのブレンド、並びにポリプロピレン及びポリエチレンテレフタ
レートのブレンドが挙げられる。ポリエチレン及びポリプロピレンのブレンドが一般的で
ある。このようなブレンドにおいて、ポリエチレンのポリプロピレンに対する比率は、任
意の好適な比率であり得るが、１：１が最も一般的である。
【００１９】
　いくつかの場合において、フィルターは、シース／コア二成分繊維など、二成分繊維か
ら調整される。このような繊維は多くの場合、ポリエチレンシース及びポリエチレンコア
、ポリエチレンシース及びポリエチレンテレフタレートコア、又はポリプロピレンシース
及びポリエチレンテレフタレートコアを含む。このような繊維は、織布又は不織布であり
得る。
【００２０】
　不織布材料から作製したものなど、穿孔フィルムが、一般的にはフィルターとして使用
される。任意の種類の穿孔フィルムをフィルターに使用することができる。いくつかの既
知の穿孔フィルムが国際公開第９３／１５７０１及び米国特許第６，０２２，６０７号に
記載されている。典型的には、穿孔フィルムは、フィルムの同じ面から突出する複数の突
出部を有する。突出部は、カップ形状、ｖ字型などであり得、かつ多くの場合において、
フィルム状に繰り返しパターンとして分布している。突出部は典型的には、突出部のいず
れかの部分、最も典型的には、フィルムから最も遠い部分にあり得る、開口として既知の
、孔を有する。１つの好適な開口フィルムは、商標名４０　ＨＥＸ　ＬＤＰＥ（Ｘ－６５
８２）で入手可能であり、これはＴＲＥＤＥＧＡＲ　ＦＩＬＭ　ＰＲＯＤＵＣＴＳから市
販されている。
【００２１】
　フィルターの孔、又は開口（開口フィルムの場合）は、例えば、肉などの食品の断片な
ど、試験サンプルの粒子が通過できないように、十分に小さい。多くの場合、フィルター
の孔又は開口は約０．１マイクロメートル～約１００マイクロメートルの大きさであるが
、意図される用途によって、より小さい又はより大きい孔も可能である。
【００２２】
　フィルターの下部は、ガセット付き下部の凹状上方部分に適合する凸状の形状を有して
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もよい。フィルターの下部は例えば、溶接によってガセット付き下部に取り付けることが
できる。フィルターは典型的には、ガセット付き下部が開放構成にあるときにフィルター
が、第２の面よりも第１の面に近くなるように構成される。この構成は、試験サンプル又
はピペットを袋に入れるのを容易にし得る。
【００２３】
　袋は典型的には、閉鎖機構を備える。閉鎖機構は、袋を開くために封止が破壊された後
に、封止可能な上部が閉じられるのを可能にする。袋のために、任意の閉鎖機構を使用す
ることができる。米国特許第６，２７３，６０８号に記載された１つの好適な閉鎖機構は
、金属ストリップを使用する。別の閉鎖機構は、商標名「ＺＩＰＬＯＣ」で販売される袋
として市販さている。更に別の閉鎖機構は、袋に取り付けられる、再配置可能な断面を備
える。再配置可能なテープは、袋から取り外され、袋の上部が巻き上げられて閉じられ、
その後、袋を閉じたままにするために、巻かれた部分の上にテープが配置されてもよい。
最も一般的な閉鎖機構は、可撓性ワイヤ、又は紙若しくはプラスチックで被覆された可撓
性ワイヤで作製された結合部である。このような結合部は当該技術分野において既知であ
り、例えば、米国特許第６５８５４１３号、及び同第６２７３６０８号に開示されており
、双方とも本明細書において、その閉鎖システムに関する開示が、参照として組み込まれ
る。使用されていないとき、結合部は典型的には、袋の面を超えて延びる。使用中、袋を
閉じるために、袋の上部が巻き上げられ、これを適切に維持するために、巻かれた部分の
周囲で結合部が曲げられる。
【００２４】
　袋はまた、袋の外部上に１つ以上のプルタブを含むことができる。これが含まれる場合
、典型的には２つのプルタブが使用される。最も一般的な構成において、第１プルタブが
、袋の第１の面の外部に取り付けられ、第２のプルタブが、袋の第２の面の外部に取り付
けられる。１つ以上のタブは典型的には、プラスチック材料から作製される。１つ以上の
プルタブは、溶接、又は接着剤による積層など、任意の好適な手段によって袋に取り付け
ることができる。使用中、袋は、プルタブを反対方向に引くことによって開くことができ
る。引張力により、開放可能な上部を開くことができる。この目的のために好適なプルタ
ブは、例えば、米国特許第６５８４１３号（図６における参照番号３０、及びその説明）
に記載されている。米国特許第６６５８４１３号は、プルタブ及び袋を開くためのその使
用法に関する開示が、参照として組み込まれる。
【００２５】
　多くの場合袋は、液体増殖培地を予め充填されている。所望の用途によって、任意の好
適な種類の増殖培地が使用できる。好適な増殖培地としては、栄養ブイヨン、最少培地、
選択培地、分離培地、輸送培地、増菌培地などが挙げられる。好適な液体増殖培地の他の
例としては、乳糖ブイヨン、トリプチックソイブロス、緩衝ペプトン水、及びＵＶＭ変性
リステリア増菌ブイヨンが挙げられる。
【００２６】
　液体増殖培地の体積は、袋の大きさ、及び意図される用途の大きさによる。袋が試験サ
ンプルを培養するために使用される場合、試験サンプルと接触させる、例えば、これを浸
漬させるために、十分な液体増殖培地が典型的に使用される。典型的な場合において、約
１５０ｍＬ～約３００ｍＬ、例えば、約２２５ｍＬの液体増殖培地が使用される。閉鎖構
成において、約１０～約２５ｃｍ幅、及び約１５～４０ｃｍ高さ、例えば約１５ｃｍ幅及
び約２７ｃｍ高さである、典型的な大きさの袋において、この量の液体増殖培地は、約５
～５０ｇ、例えば、約２５ｇの質量を有する典型的な試験サンプルと良好に接触するのに
十分である。
【００２７】
　袋は、任意の好適な方法によって調製され得る。様々な方法が当該技術分野において既
知である。１つの好適な方法としては、米国特許第７，２３８，２５３号に記載される種
類のマシン、及びここに記載される方法を使用することが挙げられる。製造後、袋は滅菌
してもよい。袋の滅菌は、任意の好適な方法で行うことができるが、最も一般的には、ガ
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ンマ線によって行われる。したがって、袋を作製するために使用される材料は殆どの場合
、滅菌のためのガンマ線量において、化学的及び物理的に安定である。
【００２８】
　使用中、本明細書において記載される袋は、開放構成に変換されて、これにより２つの
区画を形成してもよい。第１の区画は、フィルター及び第１の面によって画定され、第２
の区画はフィルター及び第２の面によって画定される。封止された上部はその後、例えば
、手で引き裂くことにより、又は切断要素を使用して、開くことができ、試験サンプルが
、第１区画又は第２区画の一方に配置される。袋は液体増殖培地を予め充填され、その後
サンプルが、液体増殖培地と接触するように、配置される。あるいは、液体増殖培地は、
サンプルを追加する前又は後のいずれかに追加されてもよい。
【００２９】
　試験サプルは、微生物の増殖の、培養又は試験のためのいずれかのサンプルであり得る
。典型的な試験サンプルは、例えば、食品又は食品の断片、例えば、フルーツ、野菜、肉
、パン、焼成食品などの断片である。肉サンプルが一般的である。
【００３０】
　袋の上部はその後、閉鎖機構を使用して閉じることができる。試験サンプルは、試験サ
ンプルを培養するのに十分な時間、例えば、微生物が液体増殖培地内に１つ以上のコロニ
ーを形成するのを可能にするために十分な時間にわたり、袋の中に入れておくことができ
る。培養は、周囲温度、冷蔵温度（約４０°Ｆ）、冷凍温度（約３０°Ｆ）、又は高温で
あり得る、任意の好適な条件で行うことができる。
【００３１】
　十分な時間（これは場合によっては数分程度、他の場合においては一週間にも及ぶ）が
経過した後、液体増殖培地の一部が袋から、更なる試験のために取り出されてもよい。液
体増殖培地は典型的には、試験サンプルを含んでいないいずれかの区画に配置され得る、
ピペットによって取り出される。試験サンプルの粒子はフィルターを通過して、ピペット
を詰まらせることがないため、液体増殖培地の除去を容易にする。袋の下部の凹状の形状
もまた、ピペットによる除去を容易にするが、これは、この形状が、袋の下部に液体増殖
培地を貯めることを可能にするためである。したがって、形状は、エッペンドルフチュー
ブの形状と同じように、ピペットによる吸引を補助するように、作用する。
【００３２】
　図面に戻り、図１は、袋１０の側面図であり、第１の面１１０が見えている（第２の面
はこの図では見えない）。ガセット付き下部１２０は、平坦な構成にあり、凹状の上方部
分１２１を含む。フィルター１３０は袋１０内にあり、第１の面（及び第２の面（ここで
は見えない））の縁部に取り付けられる。フィルター１３０は、凹状上方部分１２１にお
いて、ガスケット付き下部１２０に取り付けられた、凹状下方部分１３１を含む。開放可
能な上部１４０は、この場合、開放可能な上部１４０のミシン目の部分１５０を引き裂く
ことによって開かれる。第１プルタブ１６０は第１の面１１０に取り付けられ、これは、
開放可能上部１４０を開くために、第２プルタブ（図示されない）と共に使用することが
できる。フィルター１３０の上方部分１３２は、開放可能な上部１４０の下にあり、これ
らの２つの要素の間に、いくらかの何もない空間を形成している。
【００３３】
　図２は、開放構成の袋２０の側面図である。この図において、第１の面２１０及び第２
の面２２０が見えている。フィルター２３０は第１の面２１０、第２の面２２０、及びガ
セット付き下部２４０に取り付けられて、フィルター２３０及び第１の面２１０によって
画定される第１区画２５０、並びに、第２の面２２０及びフィルター２３０によって画定
される第２区画２６０を形成する。試験サンプル２７０は、第１区画２５０内にあり、増
殖培地２８０と接触する。
【００３４】
　図２ａは、袋２０の切り欠き側面図２０である。この図において、試験サンプル２７０
は、フィルター２３０と、第１の面２１０との間の第１区画２５０内にある。ピペット２
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画２６０にある。
【００３５】
　図３は、開放構成の、袋３０を示している。開放可能な上部３１０が開かれて折り畳ま
れ、再配置可能なテープ３２０で閉じられる。
【００３６】
　図４は、袋１０の別の構成を示している。この構成において、袋１０は結合部１９０を
含み、これは、開放可能な上部１５０の真下で袋１０に取り付けられる。
【００３７】
　図５は、袋２０の別の構成を示している。この構成において、袋２０は、第１タブ２２
１、第２端部２２２、及び結合部２９０を含む。動作中において、第１タブ２２１及び第
２タブ２２２を引くと、袋２０が無菌で開かれる。
【００３８】
　図６は、開放構成の袋２０の側面図であり、袋２０は、第１タブ２２１及び第２タブ２
２２を引くことによって開かれる。
【００３９】
　図６ａは、袋２０の切り欠き側面図である。
【００４０】
　図７は、巻き上げた開放可能な上部３１０を、ワイヤ３３０で固定することによって閉
じられた、袋３０の別の構成である。

【図１】 【図２】
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